
守山市老人クラブ連合会表彰規定 
第１条（趣旨） 
  多年にわたり、老人クラブの向上発展に尽力し、功績のあった者の労苦に 
 報い、また優良な老人クラブ等 他の模範とする行為の表彰を行い、もって 
 老人福祉の向上に資することを目的とする。 
 
第２条（表彰等の方法） 
  通常総会の席上、表彰状または感謝状を贈ることによってこれを行なう。 
 
第３条 
  功労者および優良クラブの認定及び表彰方法の選択は、守山市老人クラブ 
 連合会長「以下（会長）という」が行なう。 
 
第４条（表彰の対象及び資格） 
（１）市老人クラブ連合会及び単位老人クラブ会長、副会長、会計または部長 
  として４年以上老人クラブの指導育成に当たり、その功績が顕著であり、 
  現在もクラブ発展に努めている者。 
（２）クラブ結成５年以上の単位クラブであって、クラブ活動が良好でありかつ 
  社会奉仕活動等において他の模範となるクラブ。なお、過去に表彰を受けて

いても５年が経過しておれば表彰対象とする。 
（３）老人福祉篤行者として 

 病床にある家族を長期にわたり献身的に介護し、近隣者より賞賛さ

れている者。 
 独居または寝たきり老人に対し、長期にわたり友愛訪問を続行し、

他の模範となる者。 
 その他 多年にわたりまたは特に他の模範となる活躍または行為

と認められる者。 
 被表彰者は、老人クラブ会員に限る者とする。 

 
第５条（感謝の対象及び資格） 
   感謝に該当する者は、老人クラブの運営または活動推進に対し、積極的に協 

力援助した個人及び団体とする。 
 
第６条（被表彰者の決定） 
   市老人クラブ連合会長は、理事会において協議のうえ、前条各号の表彰（感 

謝）該当者の中から被表彰者を決定する。 



  付 則 
 
   この規定は平成８年４月１日から施行する。 
   この規定は平成９年４月１日から施行する。 
   この規定は平成１１年８月３１日から施行する。 
   この規定は平成１９年７月１２日から施行する。 
   この規定は平成２０年１１月２６日から施行する。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２５年度 守山市老人クラブ連合会長表彰 被表彰者の推薦について 
 
１．推薦要領 

表彰区分 表 彰 の 対 象 者 推薦枠 推薦者 推薦調書 

育成功労表彰 

市老人クラブ連合会および単位老人 

クラブ会長、副会長、会計または部

長として４年以上老人クラブの指導

育成にあたり、その功績が顕著であ

り現在もクラブ発展に努めている者 

 

 

なし 

 

単位老人クラブ 

会長 

○特連合会長 

 

 

様式１ 

 

優良老人 

クラブ表彰 

各分野の活動が充実しており、他の 

模範となる老人クラブ 

学区 

１ｸﾗﾌﾞ 
学区長 

 

 

様式２ 

 

 

老人福祉 

篤行表彰 

 

 

病床にある家族を長期（３年以上） 

にわたり献身的に介護し、近隣者よ

り賞賛されている者、もしくは独居 

または寝たきり老人に対し、長期（ 

３年以上）にわたり友愛訪問を続け、 

他の模範となる者（被表彰者は、会

員に限る） 

 

 

 

なし 

 

 

単位老人クラブ 

会長  

様式３ 

 

多年にわたり老人クラブ活動等に活

躍され、他の模範となる会員 

（育成功労表彰以外の功労者） 

 

なし 単位老人クラブ 

会長 

 

様式４ 

 

 

２．被表彰者の決定 

  理事会において審査決定する。優良老人クラブを除き重複受賞は出来ません。 

３．表彰の時期 

  平成２５年度市老人クラブ連合会通常総会４月２６日(金)において行なう。 

４．○特多年にわたり役員経歴があっても会長自ら自薦はしづらいという方のために連合会長が

推薦できる。（単老会長自らの自薦は OKです） 

５．表彰対象者の部長の解釈（部長とは） 

育成功労表彰の対象で部長とは学区で選ばれた専門部長で連合会６専門部会に出席されて

いる方を指します。単位老人クラブ内の部長は該当しません。 

６．年数は通算累計で可とす。 

以上 



平成２５年１月２８日 

各単位老人クラブ会長 様 

守山市老人クラブ連合会 

会長  山本 富夫 

 

 

平成２５年度守山市老人クラブ連合会表彰被表彰者の推薦について 

 

  春寒の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は老人クラブ連合会の各種事業について格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼 

申し上げます。 

  標記の件について、下記により被表彰者の推薦方よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１． 表彰対象 
  表彰規定第４条に該当する者（別紙 推薦要領による） 
 
２． 推薦期日 

 別紙様式により２月２８日（木）までに学区長さんに提出願います。 
  （優良老人クラブについて学区 1 クラブですので複数単老から推薦された場合 

は学区で話し合い 1 クラブにして報告して下さい） 
 
 ○学区長さんは、３月６日（水）までに事務局（老人憩いの家）まで、提出をお

願いします。 
 
 ○育成功労者並びに福祉篤行者表彰推薦が単老によっては複数人になると思わ

れます。その場合は用紙をコピーして提出してください。ご案内様式は分かりやす

くするためカラーで分類しておりますがコピーして提出していただく用紙の色は

指定ありません。 
 

○過去の受賞と重複受賞は出来ませんが平成元年まで遡ってチェックができま

すので不明の場合は問合せしてください。事務局で重複受賞者かチェックしご返事

申し上げます。 
 
○育成功労者の 4 年以上とは平成 25 年 3 月 31 日付での通算累計です。 

 
 



守山市老人クラブ連合会育成功労者被表彰者推薦書  （様式１） 

 
単位老人クラブ会長            印 

 
 

フ リ ガ ナ  性   別 

 
氏     名 

 

  
 男 ・ 女 
 

生 年 月 日  大 ・ 昭        年   月   日（満    歳） 

住     所  〒５２４－ 
守山市 

所属のクラブ名  

 
 
 

老人クラブに 
おける職歴 

 
 
 
 

（○○年度～○○年度会長または部長・会計を記入すること）通算 4 年

以上を必要。班長やレクレーション等の会長部長は含まれません。 

 
 
推 薦 事 由 

 
 

 

 
既往における 
表彰事項 
 
 

 

 
○授賞式案内状送付のため、住所は番地までご記入ください。賞状に書き込みます

クラブ名、お名前は正確にご記入ください。 
 
 



守山市老人クラブ連合会優良老人クラブ推薦調書（様式２） 

学区長名           印 
 

クラブの名称  
 

結成年月日  

 
 

 役 員 数  

会 長 氏 名  
 

電 話  

会 員  
      名（男   名・女   名）     歳以上 

会 則  
 別添のとおり 

会 費 年額・月額       円 

予 算 書  
 別添のとおり 

 
当

該

年

度

月

別

活

動

内

容 

 ４月  
 

 ５月  
 

６月  
 

７月  
 

 ８月  
 

 ９月  
 

１０月  
 

１１月  
 

１２月  
 

 １月  
 

 ２月  
 

 ３月  
 

 
 
 
 推薦事由 
 
 

具体的に記入して下さい。 
１． 
 
２． 
 
３． 
 

 
備   考 

 

○5 年以上前の受賞は新たに受賞可能です。 



守山市老人クラブ連合会福祉篤行者表彰推薦書（様式３） 
単位老人クラブ会長            印 

 
フ リ ガ ナ  性 別 

氏 名  

生 年 月 日 大・昭     年    月   日（満     歳） 

 

住 所 

〒５２４－ 

守山市 

 
 
 
○篤行の具体的な内容 
 
 
 

 

 
 
 
○家族（同居者含む）の

構成 
 
 

 

備    考  
 
 
 

 
○この表彰は（自宅で永く家族介護等に尽くされている方を表彰しようとするもの

で老人クラブ会員が対象です。） 
○プライバシーにかかわる部分（個人情報）は詳細に記入不要です。 
○授賞式案内状送付のため、住所は番地までご記入ください。賞状に書き込みます

クラブ名、お名前は正確にご記入ください。 
 
 
 
 



守山市老人クラブ連合会福祉篤行者表彰推薦書（様式４） 

 
単位老人クラブ会長            印 

 
フ リ ガ ナ  性  別 

氏 名  

生 年 月 日 大・昭    年   月   日（満     歳） 

住 所 〒５２４－ 

守山市 

 
 
 
篤行の具体的な 
内容 
 
 
 
 
 

 

備    考  
 
 
 

          
○この表彰推薦は地域で子どもの見守り活動や世代間交流、文化伝承、社会福祉ボ

ランティアなど積極的に行っている方を表彰するものです。 
 
○授賞式案内状送付のため、住所は番地まで正確にご記入ください。賞状に書き込

みますクラブ名、お名前は正確にご記入ください。 
 
 
 


